
全
日
制
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課
程

第

三

百

九

十

三

号

令

和

五

年

四

月

二

十

八

日

美
術
に
関
す
る

学
科

音
楽
に
関
す
る

学
科

美
術
科

音
楽
科

全
日
制
の
課
程

美
術
に
関
す
る

学
科

音
楽
に
関
す
る

学
科

普
通
科

(

金
曜
日)

美
術
科

音
楽
科

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
育
総
務
課)

二
一
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

二
一
三

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

二
一
三

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

同

)

二
一
四

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
一
五

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(
同

)

二
一
五

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

税

務

課)

二
一
六

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

二
一
六

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

(

都
市
公
園
課)
二
一
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
財
務
課)
二
一
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

二
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

二
一
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

同

)

二
一
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

大
垣
特
別
支
援
学
校)

二
二
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

東
濃
特
別
支
援
学
校)

二
二
〇

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
岐
阜
県
立
加
納
高
等
学
校
の
項
中

｢を

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
岐
南
工
業

｣
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

｣



｢

｢

高
等
学
校
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県

｣

｣

｢

｢

立
高
山
工
業
高
等
学
校
の
項
中

を

に
改
め
、

｣

｣
｢

｢

同
表
岐
阜
県
立
多
治
見
工
業
高
等
学
校
の
項
中

を

｣
｢

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
坂
下
高
等
学
校
の
項
中

｣

｢を

に
改
め
、
同
表

｣

｣

｢

｢

岐
阜
県
立
中
津
川
工
業
高
等
学
校
の
項
中

を

｣

｣
｢

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
羽
島
高
等
学
校
の
項
中

｢を

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県

｣

｣

立
恵
那
農
業
高
等
学
校
の
項
中｢

、
園
芸
デ
ザ
イ
ン
科｣

を
削
り
、
同
表
岐
阜
県
立
可
児
工
業
高
等
学

｢
｢
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、業、科

機
械
工
学
科
、
機
械

科
、
自
動
車
工
学
科
、

自
動
車
科
、
電
気
工

学
科
、
電
気
科
、
電

子
工
学
科
、
電
子
科
、

建
築
工
学
科
、
建
築

科
、
土
木
工
学
科
、

土
木
科

機
械
工
学
科
、
機
械

科
、
電
子
機
械
工
学

科
、
電
子
機
械
科
、

電
気
工
学
科
、
電
気

科
、
建
築
イ
ン
テ
リ

ア
工
学
科
、
建
築
イ

ン
テ
リ
ア
科

電
子
機
械
工
学
科
、

電
子
機
械
科
、
電
気

工
学
科
、
電
気
シ
ス

テ
ム
科
、
産
業
デ
ザ

イ
ン
工
学
科
、
デ
ザ

イ
ン
科
、
セ
ラ
ミ
ッ

ク
工
学
科
、
セ
ラ
ミ
ッ

ク
科 機

械
工
学
科
、
自
動

車
工
学
科
、
電
気
工

学
科
、
電
子
工
学
科
、

建
築
工
学
科
、
土
木

工
学
科

全
日
制
の
課
程

機
械
工
学
科
、
電
子

機
械
工
学
科
、
電
気

工
学
科
、
建
築
イ
ン

テ
リ
ア
工
学
科福

祉
に
関
す
る

学
科

家
庭
に
関
す
る

学
科

地
域
社
会
に
関

す
る
学
科

普
通
科

電
子
機
械
工
学
科

電
気
工
学
科
、
産

デ
ザ
イ
ン
工
学
科

セ
ラ
ミ
ッ
ク
工
学福 生 地

祉
科

活
デ
ザ
イ
ン
科

域
探
究
科

機
械
工
学
科
、
機
械

科
、
電
気
工
学
科
、

電
気
シ
ス
テ
ム
科
、

単
位
制
に
よ
る
全

日
制
の
課
程

全
日
制
の
課
程普

通
科機

械
工
学
科
、
電
気

工
学
科
、
建
築
工
学

機
械
工
学
科
、
機
械

科
、
電
子
機
械
工
学

科
、
電
子
機
械
科
、

電
気
工
学
科
、
電
気

科
、
建
築
工
学
科
、

土
木
工
学
科
、
建
設

工
学
科

福
祉
に
関
す
る

学
科

地
域
社
会
に
関

す
る
学
科単

位
制
に
よ
る
全

日
制
の
課
程

全
日
制
の
課
程

福
祉
科

地
域
探
究
科普

通
科

普
通
科

機
械
工
学
科
、
電
子

機
械
工
学
科
、
電
気

工
学
科
、
建
築
工
学

科
、
土
木
工
学
科



校
の
項
中

を

に
改
め
、
同
表
岐
阜
県
立
岐
阜

｣

｣

｢

工
業
高
等
学
校
の
項
中｢
、
建
設
工
学
科｣

を
削
り
、
同
表
岐
阜
県
立
池
田
高
等
学
校
の
項
中

｢を
｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号)

の
う
ち
次
の
区
域

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。
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単
位
制
に
よ
る
全

日
制
の
課
程

全
日
制
の
課
程 建

築
工
学
科
、
土
木

工
学
科
、
建
設
工
学

科
、
化
学
技
術
工
学

科
、
化
学
技
術
科

普
通
科

普
通
科

科
、
土
木
工
学
科
、

化
学
技
術
工
学
科

単
位
制
に
よ
る
全

日
制
の
課
程

普
通
科

入
ヶ
洞

区

域

の

名

称

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

巣

南
線

大

野

路
線
名

瑞
穂
市
美
江
寺
字
境
四
七
三
番
一

〇
地
先
地
内

区

間

中
津
川
市
中
津
川
恵
下

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

�･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
八
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
四
年

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
一
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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宮
洞
谷
２

宮
洞
谷
１

区

域

の

名

称

大
新
田

旭
町
２

区

域

の

名

称

中
津
川
市
加
子
母
中
切

中
津
川
市
加
子
母
中
切

区

域

の

所

在

地

中
津
川
市
付
知
町
大
新
田

中
津
川
市
坂
下
町
平

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

大
新
田

旭
町
２

区

域

の

名

称

入
ヶ
洞

区

域

の

名

称

中
津
川
市
付
知
町
大
新
田

中
津
川
市
坂
下
町
平

区

域

の

所

在

地

中
津
川
市
中
津
川
恵
下

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
一
号)
の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務

所
及
び
中
津
川
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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区

域

の

名

称

宮
洞
谷
２

区

域

の

名

称

区

域

の

所

在

地

中
津
川
市
加
子
母
中
切

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

大
新
田

旭
町
２

区

域

の

名

称

入
ヶ
洞

宮
洞
谷
２

宮
洞
谷
１

大
新
田

旭
町
２

中
津
川
市
付
知
町
大
新
田

中
津
川
市
坂
下
町
平

区

域

の

所

在

地

中
津
川
市
中
津
川
恵
下

中
津
川
市
加
子
母
中
切

中
津
川
市
加
子
母
中
切

中
津
川
市
付
知
町
大
新
田

中
津
川
市
坂
下
町
平

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
令
和
５
年
度
税
務
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
４
月
３
日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
３
番
３
号

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ

代
表
取
締
役
社
長
本
間
洋

６
契
約
金
額
41,272,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
税
務
課
シ
ス
テ
ム
管
理
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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公

示

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

八
号
の
二

令
和

四
・
一
一
・
一
五

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

九
号

令
和

四
・

七
・

七

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

五
号
の
一
三

令
和

四
・
一
一
・
一
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
五

五
号
の
一
一

令
和

四
・
一
〇
・
二
八

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
東
町
三
丁
目
八
番
一
及
び
八
番
二

本
巣
市
春
近
字
ヒ
バ
リ
町
一
二
八
番
一
及
び
一
二
九
番
一

瑞
穂
市
祖
父
江
字
伯
母
塚
中
二
七
三
番
一
の
一
部

瑞
穂
市
本
田
字
轟
廻
リ
一
二
二
七
番
一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市
六
条
南
三
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

フ
ジ
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

内

藤

貞

子

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
一
一
三
四
番
地
の
八
二

株
式
会
社
ア
イ
ギ
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

保

母

龍

興

岐
阜
県
岐
阜
市
西
改
田
東
改
田
入
会
地
二
番
地
一

株
式
会
社
サ
イ
ト
ウ

代
表
取
締
役

齋

藤

幸
二
郎

岐
阜
県
瑞
穂
市
森
六
五
九
番
地
の
二

株
式
会
社
ハ
ヤ
シ
ハ
ウ
ジ
ン
グ

代
表
取
締
役

林

仁

美

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名



○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
養
老
公
園
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
イ
ビ
デ
ン
グ
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
株
式
会
社
か
ら
変
更
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

団
体
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

坂
井

隆

(

変
更
後)

伊
藤

宗
太
郎

二

変
更
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
ぎ
ふ
ワ
ー
ル
ド
・
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
ぎ
ふ
Ｗ
Ｒ
Ｇ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
グ

ル
ー
プ
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。令

和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

団
体
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)
坂
井

隆

(

変
更
後)
伊
藤

宗
太
郎

二

変
更
年
月
日
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岐
阜
県
指
令
飛
建
築
第
五
八
号

令
和

三
・

七
・

八

岐
阜
県
指
令
飛
建
築
第

八
二
号

令
和
四
・
一
〇
・
二
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
六

四
号

令
和

四
・

六
・
二
二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
六
六
号
の
一
九

令
和
四
・
一
二
・
二
六

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
六

二
号
の
四

令
和

四
・
一
一
・
三
〇

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一
四

〇
号
の
七

令
和

四
・

三
・
二
九

飛�
市
古
川
町
谷
字
下
落
一
一
四
番
三
、
一
一
四
番
四
、
一
一
四
番
六

及
び
一
一
九
番
一
か
ら
一
一
九
番
五
ま
で

揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
中
粕
子
五
五
番
か
ら
六
〇
番
ま
で
及
び
同
町
粕

ケ
原
字
五
本
松
四
一
三
番

安
八
郡
神
戸
町
大
字
丈
六
道
字
向
田
一
八
二
番
五

安
八
郡
神
戸
町
大
字
末
守
字
金
が
原
四
七
二
番

岐
阜
県
飛�
市
古
川
町
谷
二
五
〇
番
地
一

株
式
会
社

吉
城
生
コ
ン

代
表
取
締
役
社
長

星

野

彰

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
六
之
井
一
四
六
八
番
地
の
一

池
田
町
土
地
開
発
公
社

理
事
長

牛

嶋

勝

一

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉

石
川
県
金
沢
市
二
口
町
ニ
九
五
番
地
一

株
式
会
社
さ
く
ら

代
表
取
締
役

湯

浅

利

昭

� � � �� � � �� � � �� � � �



令
和
五
年
四
月
一
日

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
岐
阜
高
等
学
校
ほ
か
12施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予
定

数
量
)
4,322,923ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
17日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
３
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｐ
Ｓ

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
174,565,483円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
多
治
見
高
等
学
校
ほ
か
15施
設
で
使
用
す
る
電
気
(予

定
数
量
)
4,163,767ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
17日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
３
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｐ
Ｓ

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
171,419,509円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
立
益
田
清
風
高
等
学
校
ほ
か
９
施
設
で
使
用
す
る
電
気

(予
定
数
量
)
2,285,366ｋ

Ｗ
ｈ

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
17日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
３
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
２
番
１
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｐ
Ｓ

代
表
取
締
役
洞
洋
平

６
落
札
金
額
92,030,924円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
車
両
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
27日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
２
―
16―
26

住
友
三
井
オ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
名
古
屋
支
店
営
業
第
二
部

部
長
内
建
二

６
落
札
金
額
79,986,720円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
古

市
場
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

國

島

政

美

岐
阜
市
古
市
場

五
一
一
番
地
二

同

國

島

嘉

樹

岐
阜
市
古
市
場

三
〇
七
番
地
一

同

島

塚

正

治

岐
阜
市
古
市
場

三
六
四
番
地

同

國

島

節

司

岐
阜
市
古
市
場

一
九
九
番
地
一

同

國

島

文

雄

岐
阜
市
古
市
場

五
三
一
番
地

同

島

塚

賢

治

岐
阜
市
古
市
場

三
四
九
番
地
一

同

國

島

清

美

岐
阜
市
古
市
場

三
五
一
番
地
八

同

嶋

崎

幸

治

岐
阜
市
古
市
場

二
四
〇
番
地
一

同

島

塚

武

夫

岐
阜
市
古
市
場

二
七
〇
番
地
二

同

宮

部

勝

見

岐
阜
市
古
市
場

三
三
〇
番
地

同

宮

部

敏

之

岐
阜
市
古
市
場

三
三
一
番
地
一

監
事

松

岡�
典

岐
阜
市
古
市
場

一
一
一
番
地
二
五

同

宮

部

義

秋

岐
阜
市
古
市
場

三
一
〇
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
古

市
場
土
地

改
良
区

令
和�･�･��
理
事

國

島

政

美

岐
阜
市
古
市
場

五
一
一
番
地
二

同

國

島

嘉

樹

岐
阜
市
古
市
場

三
〇
七
番
地
一

同

國

島

文

雄

岐
阜
市
古
市
場

五
三
一
番
地

同

島

部

勝

昌

岐
阜
市
古
市
場

一
九
八
番
地

同

嶋

崎

幸

治

岐
阜
市
古
市
場

二
四
〇
番
地
一

同

島

塚

栄

治

岐
阜
市
古
市
場

三
四
九
番
地
一

同

宮

部

敏

之

岐
阜
市
古
市
場

三
三
一
番
地
一

監
事

松

岡�
典

岐
阜
市
古
市
場

一
一
一
番
地
二
五

同

宮

部

義

秋

岐
阜
市
古
市
場

三
一
〇
番
地
一

同

安

藤

敏

行

岐
阜
市
古
市
場

二
四
六
番
地
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
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と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

金
谷
井
水

土
地
改
良

区

令
和�･�･�
監
事

村�
博

昂

岐
阜
市
中
西
郷

九
三
番
地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
令
和
５
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
岐
阜
県

立
大
垣
特
別
支
援
学
校
通
学
用
バ
ス
借
上
げ
及
び
運
行
業
務
(年
間

契
約
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

８
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
24日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
大
垣
市
旭
町
三
丁
目
11番
地

ス
イ
ト
ト
ラ
ベ
ル
株
式
会
社

取
締
役
社
長
梅
村
和
行

６
契
約
金
額
72,336,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
大
垣
特
別
支
援
学
校
事
務
室

�
所
在
地
大
垣
市
西
大
外
羽
１
―
227―

１

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
令
和
５
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
係
る
岐
阜
県

立
東
濃
特
別
支
援
学
校
通
学
用
バ
ス
借
上
げ
及
び
運
行
業
務
(年
間

契
約
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
(昭
和
22年

政
令
第
16号

)
第
167条

の
２
第
１
項
第

５
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
27日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
瑞
浪
市
和
合
町
二
丁
目
216番

地
の
２

平
和
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
田
和
洋

６
契
約
金
額
52,536,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
東
濃
特
別
支
援
学
校
事
務
部

�
所
在
地
土
岐
市
泉
町
河
合
根
ノ
上
1127―

10

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
立
東
濃
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
管
理
業
務
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一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
５
年
２
月
８
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
５
年
３
月
20日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
瑞
浪
市
和
合
町
二
丁
目
216番

地
の
２

平
和
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
山
田
和
洋

６
落
札
金
額
58,819,200円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
立
東
濃
特
別
支
援
学
校
事
務
部

�
所
在
地
土
岐
市
泉
町
河
合
根
ノ
上
1127―

10

令和５年４月28日 岐 阜 県 公 報 第 393 号( 221 )



第 393 号 岐 阜 県 公 報 令和５年４月28日 ( 222 )

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


